
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 夫婦で住宅ローン控除を受ける場合 

Ｑ：今年中に入居すれば、１０年間にわた

り住宅ローン控除を受けることができると聞

き、思い切ってマイホームを購入しました。

うちは夫婦共働きなので、私と妻の連帯債務

で借入れし、夫婦それぞれが住宅ローン控除

の適用を受けることを考えています。この場

合、住宅の共有持分の割合をどのように確定

すればよいですか？ 

  
Ａ：それぞれの収入の割合に応じて、共有

持分割合を計算します。 

【解説】 

 住宅ローン控除は、平成１５年１２月３１

日までの入居の場合、１０年間にわたり税額

控除の適用を受けることができますが、来年

以降の入居ですと税額控除が受けられる期間

は６年間に縮小されます。  

 共働きの夫婦が、連帯債務者としてローン

を組んでマイホームを購入した場合、住宅ロ

ーン控除の適用は、その住宅の共有持分の割

合に応じて受けることとされています。 

 この場合の共有持分は夫婦の収入の割合に

応じて計算するのが合理的であるとされてい

ます。 

 したがって例えば、購入代金８０００万円、ロー

ンの金額６０００万円、頭金２０００万円（夫が支

出）夫の年収８００万円、妻の年収７００万円の場

合であれば、夫の持分割合は｛２０００万円＋６０

００万円×８００万円÷（８００万円＋７００万円｝

÷８０００万円＝６５％となり、妻の持分割合は３

５％となります。 
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